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情
報
公
開
制
度
は
、
市
民
の
皆
さ

ん
が
市
の
持
っ
て
い
る
行
政
情
報
の

公
開
を
求
め
る
権
利
を
保
障
す
る
も

の
で
す
。

こ
の
制
度
は
、
市
の
活
動
を
市
民

の
皆
さ
ん
に
説
明
す
る
こ
と
で
、
市

政
に
対
す
る
参
加
を
促
し
、
一
層
公

正
で
開
か
れ
た
市
政
を
運
営
す
る
こ

と
が
目
的
で
す
。

平
成
十
四
年
度
の
情
報
公
開
の
請

求
・
申
出
件
数
は
七
十
二
件
で
、
十

三
年
度
の
五
十
三
件
と
比
べ
る
と
十

九
件
増
加
し
て
い
ま
す
。
七
十
二
件

の
う
ち
全
部
を
公
開
し
た
も
の
は
三

十
一
件
、
部
分
公
開
し
た
も
の
は
二

十
六
件
で
し
た
（
表
１
の
と
お
り
）。

非
公
開
は
、
印
影
や
個
人
の
住
所
、

電
話
番
号
な
ど
で
す
。

ま
た
、
主
な
情
報
公
開
請
求
の
内

容
は
、
表
２
の
と
お
り
で
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
市
が
行

う
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、

必
要
な
ル
ー
ル
を
定
め
、
市
民
の
皆

さ
ん
が
、
自
分
の
情
報
を
見
た
り
、

正
し
く
し
た
り
す
る
権
利
を
保
障
す

る
制
度
で
す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保

護
し
、
公
正
で
開
か
れ
た
市
政
の
推

進
に
役
立
ち
ま
す
。

平
成
十
四
年
度
の
個
人
情
報
の
開

示
請
求
・
申
出
件
数
は
、六
十
四
件
。

十
三
年
度
の
四
十
二
件
と
比
べ
る
と

二
十
二
件
増
加
し
ま
し
た
（
表
３
の

と
お
り
）。
請
求
の
あ
っ
た
六
十
四

件
の
う
ち
、
五
十
一
件
が
市
立
前
橋

の
入
学
試
験
の
科
目
別
得
点
を
本
人

に
開
示
し
た
も
の
で
、
こ
の
ほ
か
に

病
院
な
ど
の
診
療
に
係
る
レ
セ
プ
ト

な
ど
の
請
求
が
あ
り
ま
し
た
。

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
は
、
市
役
所

２
階
に
あ
り
ま
す
。
情
報
公
開
に
関

す
る
相
談
、
行
政
情
報
の
公
開
請
求

や
個
人
情
報
の
開
示
請
求
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
市

が
作
成
し
た
刊
行
物
を
閲
覧
し
た
り
、

パ
ソ
コ
ン
で
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

ア
ク
セ
ス
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
、

コ
ピ
ー
が
必
要
な
人
に
は
、
コ
イ
ン

式
の
コ
ピ
ー
機
（
一
面
十
円
）
も
設

置
し
て
あ
り
ま
す
。

刊行物は自由にコピーも

市民参加を促し開かれた市政運営

市
民
参
加
の
市
政
を

情
報
公
開
制
度

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る

個
人
情
報
保
護
制
度

閲
覧
や
コ
ピ
ー
も

情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

問
い
合
わ
せ
は
行
政
管
理
課

�
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開
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ー
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表２ 主な情報公開の請求
請求の内容 決定区分

学校給食野菜使用一覧 公　開
水質汚濁防止法に関する特定施設一
覧表（名称、所在地、電話番号、排
水量、業種および有害物質排水事業
所の該当区分）

公　開

松並木、二中（第三）、六供、駒形
および元総社（蒼海）の各地区の仮
換地の取り扱いについて

公　開

市の電話交換業務の人材派遣に関す
る契約書一式

部分公開
印影は偽造防止
のため非公開

平成14年度○○町行政自治委員と○
○町自治会に対する市からの補助金
などが分かる書類、平成13年度○○
町行政連絡事務交付金実績報告書

部分公開
印影は偽造防止
のため非公開

表１ 情報公開の件数および処理件数

公開の請求

0 1 0 0 01

区　分 取下げ
処理状況件　数

処理中非公開部分公開公開件数方法

閲覧

27 25 11 2 065写し

27 26 11 2 066小計

公開の申出

0 0 0 0 00閲覧

4 0 1 0 16写し

4 0 1 0 16

31 26 12 2 172

小計

合　計

開示などの
申出

0 0 0 0 11開示

0 0 0 0 00訂正

0 0 0 0 00

60 0 2 1 164

削除

0 0 0 0 00中止など

0 0 0 0 11小計

開示などの
請求

60 0 2 1 063開示

0 0 0 0 00訂正

0 0 0 0 00削除

0 0 0 0 00中止など

60 0 2 1 063小計

合　計

※「公開の請求」は、前橋市情報公開条例が施行さ
れた平成10年以後の行政情報について公開を受け
ようとすること。「公開の申出」は、同条例が施
行される前の行政情報について公開を受けようと
することをいいます。

※「開示などの請求」は、前橋市個人情報保護条例
が施行された平成10年以後の自己情報について開
示などを受けようとすること。「開示などの申出」
は、同条例が施行される前の自己情報について開
示などを受けようとすることをいいます。

表３ 個人情報の開示などの請求件数および処理件数

区　分 取下げ
処理状況件　数

処理中非公開部分公開公開件数方法


